
平成３０年度補正「ものづくり・商業・サービス 

生産性向上促進補助金」の２次公募について 

 平成３０年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の２次公募が以下

のとおり開始されました。 

１．事業概要 

 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資す

る革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備

投資等の一部を支援します。 

２．対象要件  

  認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり下記の要

件のいずれかに取り組むものであること。 

 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサー

ビスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で「付加価値額」年率さ３％及び「経常

利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特

定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向

上させる計画であること。 

３．公募期間 

 ・ 受付開始：２０１９年８月１９日（月） １３時 

 ・ 締   切：２０１９年９月２０日（金） １５時 ※今回公募の採択結果は１０月末の予定 

 

※ 今回の申請方法は、「ミラサポ」（中小企業庁が開設した支援ポータル内に設けられた電子申

請システム）を使用しての電子申請のみとなります。 

※電子申請の応募申請期限：２０１９年９月２０日（金）１５時。電子申請の詳細等については、中

小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」で電子申請マニュアルを公開しています。 

 

本事業の事業実施期間は、交付決定日から２０２０年１月３１日（金）までになります。この期間

において、事業計画及び発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了、かつ実績報告書

の提出ができる予定の方が応募申請対象となります。報告書の作成準備も適切に行ってください。 

 



 

４．補助対象事業及び補助率等 

本事業では、【革新的サービス】【ものづくり技術】の２つの対象類型があります。また、それぞ

れについて、「一般型」・「小規模型（設備投資のみ）」の事業類型があります。ただし、補助上

限額、補助率、対象経費等については、事業類型、取得計画、企業規模などの要件によって異なり

ますので必ずご確認ください。 

 

対象類型 

事業類型    
【革新的サービス】 【ものづくり技術】 

一般型 

概要：中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ

セスの改善に必要な設備投資等を支援。 

補助額 １００万円～１，０００万円 

補助率：１／２以内（※１、※２） 

※１ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）に基づき、令和元年７月

３１日までに固定資産税の特例率をゼロに措置した市町村において、補助事業を実

施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成３０年１２月２１日の閣議決

定後に新たに申請し、認定を受けた場合（変更申請の場合は新規の設備等導入を伴

う計画であること）の補助率は２／３以内。 

※２ ３～５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％に加え、

「従業員一人当たりの付加価値額」（＝「労働生産性」）年率３％を向上する中小

企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成３０年１２月２１日の閣議決定後

に新たに申請し承認を受けた場合の補助率は２／３以内。 

設備投資：必要 

補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門家経費・運搬費・クラウド利用費 
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概要：小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス

開発・生産プロセス改善を支援。 

補助上限額 １００万円～５００万円  

補助率：１／２以内（上記※１、※２・小規模企業者は補助率2/3以

内） 

設備投資：必要 

補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 

クラウド利用費 

 

 

その他 申請及び事業に関するお問い合わせは下記商工会までお問い合わせください。 

西秩父商工会 ☎０４９４－７５－１３８１ FAX０４９４－７５－１３８２ 


